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午前９時３０分 開会 

 

○委員長（中川敦司君） 

  皆様、おはようございます。 

  ９月に豊能町の町議会議員選挙が行われ

まして、その後の１０月の会議におきまし

てこの常任委員会のメンバーが決まったわ

けでございまして、そして今日のこの会議

がこのメンバー、そして理事者の皆様との

初めての会議になろうかと思います。どう

かよろしくお願いを申し上げます。 

  そうしましたら、座って議事を進めさせ

ていただきます。 

  ただいまの出席委員は６名であります。 

  定足数に達しておりますので、総務建設

常任委員会を開会いたします。 

  新型コロナウイルス感染症対策で委員間

の距離を取るため、通常の席から変更をし

ております。皆様にはマスクの着用をして

いただいておりますが、発言の際にもマス

クの着用のままでお願いをいたします。 

  また、傍聴につきましては、スペースの

関係上、第１会議室にて音声傍聴の形を取

らせていただきますので、御了承お願いを

いたします。 

  委員会開会に当たりまして、まず町長よ

り御挨拶がございます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  皆様、おはようございます。 

  大変お忙しい中、お集まりをいただきま

してありがとうございます。１２月定例会

議に提案をさせていただきました内容につ

きまして、丁寧に御説明をさせていただき

たいと存じます。つきましては、御審議い

ただき、御決定を賜りますよう、どうぞよ

ろしくお願い申し上げまして、簡単ではご

ざいますけれども、御挨拶と代えさせてい

ただきます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

  では、これより本日の会議を開きます。 

  本日の審査事項は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  令和３年１２月定例会議付託案件につい

てを議題といたします。 

  第４８号議案、豊能町個別排水処理施設

設置及び管理条例改正の件を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。おはようござい

ます。 

  それでは第４８号議案、豊能町個別排水

処理施設設置及び管理条例改正の件につい

て、御説明させていただきます。 

  議案書１０ページをお開きください。 

  豊能町個別排水処理施設設置及び管理条

例の一部を改正する条例を次のように定め

るものです。 

  提案理由ですが、浄化槽の設置及び管理

について、下水道計画区域外の既存住宅等

における浄化槽が対象であることを明確化

するものでございます。 

  概要説明資料及び新旧対照表も併せて御

覧ください。 

  改正の理由としまして、本条例は町民の

生活環境の向上と、公共用水域の水質保全

を目的として、下水道計画区域外での合併

処理浄化槽を設置する際に、本町がその整

備費用の１０％を受益者から負担金として

徴収して整備し、設置後は、町民から使用

料を徴収して維持管理することを定めたも

のであります。この下水道計画区域外の高

山地区におきましては、くみ取便槽や単独

浄化槽を設置している建物を想定して、制

定されたものでございます。現行の条例で
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すが、高山地区に事務所や公民館、小学校

があったため、条例には建物用途や規模の

制限が盛り込まれておりません。このため、

現行のままでは住宅以外の店舗や大規模施

設など、本来の目的から外れた施設への設

置についてもその費用の９０％を町が負担

することになってしまうことから、制度の

対象を既存の住宅とするなど、明確にする

ものでございます。 

  主な改正の内容につきましては、新旧対

照表を御覧ください。 

  第２条につきましては、第２条中、第２

号を第３号とし、同号中、住宅を住宅等に

改め、同項第１号の次に第２号として、対

象となる建物用途を住宅等に限定すること

を付け加えるものであります。また、第３

条での設置の対象で、浄化槽の規模、処理

区域などを付け加えるものであります。現

行の第７条につきましては第８条とし、同

条中、公認を指定に改めるものであります。

現行の第１０条につきましては、第１１条

とし、同条中第８条を第９条に改めるもの

であります。現行の第２０条につきまして

は第２３条とし、第１９条を第２２条とし、

同条中、第８条を第９条に、第１３条を第

１４条に改め、第１９条の次に施設浄化槽

の寄附として、第２０条第１項で、１０人

以下の施設浄化槽を所有しているものは寄

附を申し出ることができることや、第２項

で、町が寄附を受ける際にはその施設浄化

槽が適正なものか審査すること、また第３

項で、その寄附を受けた浄化槽は本条例の

規定を適用することを付け加えるものであ

ります。また、浄化槽の移設等として、第

２１条第１項で、自己都合により既存の浄

化槽の移設等をする場合には、町と協議が

必要であることや、第２項で協議に基づく

浄化槽の移設等に要した費用は当該住宅等

の所有者の負担とすることなどを付け加え

るものであります。附則といたしまして、

この条例は、令和４年４月１日から施行す

るものです。 

  説明は以上でございます。 

  御審議賜り、御決定いただきますよう、

よろしくお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

  では、これより本件に対する質疑を行い

ます。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  この住宅等というふうに改めるというこ

とですけれども、これは例えば、公営住宅

とか、公共施設等はこれ含まれるのでしょ

うか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  用途が住宅として限定されるようなもの

になりますので、共同住宅だったとしても、

住宅として対応していきます。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  ほか、ないですか。 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  今の件で、高山のコミュニティになった

とこはどういう形になっとるか、ちょっと

言ってもらえませんか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  議員おっしゃってるのは、高山のコミュ

ニティセンターの中の浄化槽のことでしょ

うか。 

（発言する者あり） 
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○都市計画課長（田中克生君） 

  高山の浄化槽につきましては、この都市

計画課のほうが管理している浄化槽ではご

ざいませんでして、施設を管理しておりま

す、当初は学校の教育委員会、今は農林商

工課のほうが管理している浄化槽になるん

ですけども、現状は小学校が建ったときの

浄化槽のまま、単独浄化槽でございます。

それから、後に高山幼稚園が増築されてお

りますので、高山幼稚園が増築された際に

は別の浄化槽、合併浄化槽として、５人槽

のほうを設置している状況でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  高山小学校のときに単独浄化槽いうこと

ですね。ということは、手を洗ったり石け

んを使ったり何やかやした水は、全部垂れ

流しでっか。そういう具合になりますわな、

単独浄化槽であれば。 

○委員長（中川敦司君） 

  中谷農林課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  今ちょっと問題が出てきてまして、まだ

御報告はさせていただいてないんですけど

も、高山コミュニティセンターに改修した

ときに、トイレとかのやつは単独浄化槽と

いうことで後は垂れ流しかという、今御質

問なんですけども、ちょっとあまり適切で

ない方法で幼稚園、旧幼稚園のほうに合併

浄化槽あるんですけども、そちらのほうに

調理室とかほかの排水のほうはちょっとつ

なげている状態になっております。ちょっ

とそこら辺、槽が幼稚園、すみません、元、

旧幼稚園のほうが浄化槽としてはちょっと

規模的に小さくて、容量が小さくて、今建

築基準法上の基準をちょっと満たしてない

というような問題が発覚しまして、今後今、

すみません、今対応しているところでござ

います。 

  状況としては以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  小学校と幼稚園の、同時で造られたらそ

ら今おっしゃったような考え方もできるね

んけども、小学校のほうは何年か早いです

わな。３年、たしか４年か５年か早いです

わ。だからその小学校建ったときに、単独

浄化槽入れますよね。ほたら後のその手洗

いとか、あるいはその洗剤を使ったりなん

かするときの水は、どういう具合に出され

ましたんか。それは分かりませんか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  単独浄化槽につないでいるルートとしま

しては、委員おっしゃるようにトイレのし

尿等、要はトイレから流れる汚水だけにな

ります。それ以外の、例えば、グラウンド

で手洗いするとか、廊下のとこで、例えば

絵の具を洗うとかいうところにつきまして

は、垂れ流しのようなところで、単独浄化

槽には本来つなげてはなりませんので、そ

ういう排水ルートになってたと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  ということは、平成１２年、３年に高山

地区で合併浄化槽をしたときから以後も、

小学校のほうは垂れ流しということですな。

何かこの間調べたら、小学校のほうと幼稚

園のほうはつながっていないとこういうふ

うには聞いてんねんけど、その辺はいかが

ですか。 

○委員長（中川敦司君） 
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  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  先日、高山コミセンの浄化槽をメンテし

てもらってる業者さん立会いの上で、排水

ルートの確認をしました。そうしますと、

高山、旧高山小学校のところのトイレの汚

水関係はそのまま単独浄化槽につながって

いる状況なんですけども、それ以外の旧高

山小学校から出てくる排水につきましては、

垂れ流しということではなくて、後からつ

けた高山、旧高山幼稚園の合併浄化槽のほ

うにつなぎ込んで処理しているような状況

で、先ほど農林商工課の課長がお伝えした

ように、適切ではないんですけども、人槽

としては小さいんですが、高山のコミセン

のところでの利用形態が幸いしたのか、年

１回の法定点検、水質検査を行っているん

ですけども、その水質検査上はオーケーと

いうような形でクリアしている状況でござ

います。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  ということは、小学校の土地をコミュニ

ティにするときにそういう工事をしたとい

うことやな、小学校のほうから。そういう

ことだな。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  委員おっしゃるとおりでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  ほか、よろしいですか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ちょっとお話分かんなかったんですけど、

ということは、コミュニティセンターのほ

うから幼稚園のほうへつながっているのは、

汚水じゃなくて、普通の手洗った水、どっ

ち。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  全て汚水になります。 

  雨水ますに流していいのは雨水だけにな

りまして、それ以外の、洗剤を使わない手

を洗っただけの水とか、口をゆすいで出し

た水とか、全て汚水になりますので、それ

らは高山幼稚園のほうの合併処理浄化槽の

ほうにつないでいる状況でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ということは、トイレのほうのあれはそ

のままかな。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画、田中です。 

  トイレ、旧高山、旧小学校棟のほうのト

イレにつきましては、当初設置しておりま

す単独浄化槽のほうで処理をしております。 

○委員長（中川敦司君） 

  もう一回ですか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  これ今回、随分詳しく今後へ向けて条例

整備されてますよね。そのきっかけは何だ

ったのかなというのをちょっと思ったんで

すが、今のように、今お話を聞いてると、

業者のほうが幸い毎年点検していく中で、

今回のことが分かって、条例整備したとい

う流れになるのか、全く違った流れなのか
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を教えてください。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  高山コミュニティセンターが関係してい

ることは全くありませんでして、条例整備

するタイミングをうかがってたわけではご

ざいませんが、ここ数年来、高山地区のほ

うにレストランができてきたりとか、昔か

ら売店だったところが地域活性化に資する

ようなカフェをつくりたいとか、そういっ

たお話が上がってくるところが増えてきつ

つありましたので、ここはちょっと条例改

正の必要が要るのかなというので今回挙げ

させていただきました。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  ということは、高山のこれからの活性化

に向けてはやっぱり必要な整備だという、

そのことも含めて見直しをしていくという

ことでよろしいでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画、田中です。 

  基本的には今の区域内に住んでおられる

方の補助としましてこの条例はあるんです

けども、新たに高山に引っ越してこられる、

新築として建物を建てる方はこれは対象外

にしております。それから、高山の地域活

性化、それとか、豊能町のほうがぜひこち

らのほうに来てほしいとか、町と二人三脚

で地域を活性化するような建物がある場合

ですと、条例上の中にも、町長が特別に認

めるという条項がありますので、その場合

は、ケースによっては豊能町が９割補助す

るというようなストーリーのほうにもつな

がっていくかも分かりません。それもケー

ス・バイ・ケースで対応していきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  １点だけ、よろしいですか。 

  これ、実際新築の場合は補助はないよと

いう、今後はなくなりますよということで

すけども、もしもこれ、誰か家を新築され

て、このような設備を自分で造ると、設置

するとなったら大体費用的にはどれぐらい

考えとかなあかんことになるんですか。 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画、田中です。 

  浄化槽の人槽によっても値段がまちまち

に変わってきますので、一概に何ぼかかる

というのがちょっとお答えはできないんで

す。そこの新築の家に例えば５人住まわれ

るのか１０人住まわれるのか、２世帯住宅

なのか等で処理する人槽が変わってきます

ので。 

○委員長（中川敦司君） 

  そうですか。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  はい。 

○委員長（中川敦司君） 

  分かりました。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  すみません。 

○委員長（中川敦司君） 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  今の中川委員さんの質問と若干関連する

かもしれないなと思って、ちょっと聞きた

いなと思って質問します。 

  この浄化槽の規模とか算定というのは、

先ほどおっしゃった２世帯とかその家族の
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人数や建物の面積によるんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  浄化槽の算定を決める基準は、建物の床

面積に関係してくるのが計算式として上が

っております。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  工事はこれは個人負担になるんでしょう

か。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画、田中です。 

  委員おっしゃってるのは、新築で建てる

際のことでしょうか。その場合は、１０

０％個人負担でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  逸れた質問だったら申し訳ないんですけ

ど、これ豊能町云々と書いて、高山のこと

ですわね、こうこう。このほかに下水道区

域外、例えばそこで町が指定したら合併浄

化槽造っていけるんじゃないかなと勝手に

想像して、何がきっかけかといったときに、

止々呂美からこっち来るときにバーベキュ

ーのところありましたね、ありましたね。

あれ、豊能町のほうとしてはたしか下水計

画区域外だったと思います。あそこで合併

浄化槽にしたいといったときは、この条例

が適用になるのかそれとも全く別なことで

駄目になるのか、ちょっとそこだけお聞き

します。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画、田中です。 

  今委員おっしゃってる、あのデリバリー

バーベキューさんのところは、確かに下水

の処理区域外ですので、そこで何かをやる

ために合併処理浄化槽をつける際には、そ

こで事業をやられる方がつけるわけであっ

て、町のほうが補助するわけではございま

せん。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  補助はしないけれども、そういうことで

事業は可能ですということで理解させても

らっていいですか。要するに、ここにまた

適用されるかと言うと、この条例は適用外

だけども、そういった事業はできるという

認識でよろしいですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  下水道法の今お話でして、ピンポイント

でバーベキュー場のことをおっしゃってる

ので、あそこ、市街化調整区域になります

ので、もともと市街化調整区域ですので、

何かをやろうとすると都市計画法のほうが

先にきます。都市計画法のほうでバーベキ

ュー場という用途はございませんので、で

きる可能性としたら、キャンプ場として許

可を取ってバーベキューをやられてるとい

うようなストーリーで、その後、合法的に

なるのであれば合併浄化槽を設置されてと

いうストーリーになるのかなと思っており

ます。 

○委員長（中川敦司君） 
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  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  寺脇さんの質問で、床面積が関係あるい

うておっしゃいましたね。なら人数は関係

がおまへんのか。例えば、大きい屋敷の中

に１人住んでても、その大きい屋敷の関係

で処置しまんのか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  浄化槽の規模を決める場合は、ＪＩＳ規

格で定められた基準がありまして、住宅の

場合は延べ面積、延べ床面積が１３０平米

以下の場合は５人槽を必要ですよと、１３

０平米を以上超える場合は７人槽が必要で

すよというところがありますので、大きな

お屋敷にお一人住まわれてたとしても、そ

の床面積が計算の対象になってきます。 

  １３０平米を超える場合は７人槽です。

お一人だけ住んでたとしても。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  もうほか、質問ございませんか。 

  なしですか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  挙手全員です。よって、４８号議案は原

案のとおり可決されました。 

  では続いて、第５０号議案、豊能町都市

計画下水道事業受益者負担に関する条例改

正の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  それでは第５０号議案、豊能町都市計画

下水道事業受益者負担に関する条例改正の

件について御説明させていただきます。 

  議案書の１８ページをお開きください。 

  豊能町都市計画下水道事業受益者負担に

関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めるものです。 

  提案理由ですが、下水道普及率がおおむ

ね１００％となり、普及促進の役割を終え

たことから、受益者負担金における前納報

奨金制度を廃止するものでございます。こ

の前納報奨金制度ですが、分納が原則の受

益者負担金について、一括して納めていた

だく場合には、報奨金を交付して負担金を

軽減していくものでございます。 

  主な改正の内容につきましては、新旧対

照表を御覧ください。 

  第７条を削除し、第８条を第７条とし、

第９条から第１３条までを１条ずつ繰り上

げるものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は令和４

年４月１日から施行するものです。 

  説明は以上でございます。 

  御審議賜り、御決定くださいますよう、

よろしくお願いします。 

○委員長（中川敦司君） 

  では、これより本件に対する質疑を行い

ます。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 
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  秋元です。 

  おおむね１００％ということになってま

すけど、完全１００％と理解していいのか。

私、聞きたかったのは、たとえ１軒、２軒、

という状況なのかどうかということをお尋

ねします。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  おおむね１００％と御説明しましたけど

も実際には９9.２％、残りの0.８％はほぼ

高山地区でございます。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  秋元です。 

  この対象になってる方で、今回こういう

制度なくなりますよということは、前もっ

て伝えてらっしゃるのかどうかだけちょっ

と心配したんです。多分、うちは要らない

という感じで今までいらしたんだと思うけ

ど、町としても、今度こういうふうにさせ

てもらいますということは前もってお伝え

したほうがいいんじゃないかなという気持

ちからの質問ですので、お願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  対象となる方に対してのＰＲというのは

しておりません。まだ、まだしておりませ

ん。条例改正のほうが４月１日からですの

で、それまでに何らかの手法で対象となる

方のほうにはＰＲしたいと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  その場合例えば、いや大変と、これがも

う最後のチャンスだと。本人ですよ、御本

人が。そうして慌ててこの、特例って変な

言い方だけども、条例で何とかしましょう

といったときに、間に合うんかな。ちょっ

とそれだけ気になります。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  ほぼ高山地区という御説明をさせていた

だきましたけども、高山以外にも、ほかの

集落のところでも下水の処理区域に入って

るんですが、公共下水にはつながず、浄化

槽のほうで処理されてる世帯が数軒ござい

ます。その方たちについては、幾度となく

公共下水のほうにつないでいただけません

かという御説明のほうは担当課のほうから

させていただいているところではあります。

ですので、今現在つないでおられない方に

つきましては、公共下水道につないでほし

いという町からのお願いはしているものの、

料金的な問題があるのか、浄化槽でそのま

ま適正に流してるんだからいいというお考

えなのかどうかがちょっと不明ではござい

ますが、一定の飛び込みで公共下水のほう

につなぎますというような案件が出てくる

ことは、ほぼないのかなというふうに考え

ております。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  ほか、ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  なければ質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 
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  討論はございません。 

  では、これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  全員ですね。挙手全員であります。よっ

て、第５０号議案は原案のとおり可決され

ました。 

  次に、第５２号議案、豊能町農地及び農

業用施設災害復旧事業の施行についてを議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  仲村建設課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  建設課の仲村でございます。 

  おはようございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

  それでは第５２号議案、豊能町農地及び

農業用施設災害復旧事業の施行についての

件につきまして、御説明させていただきま

す。 

  土地改良法第９６条の４、第１項におい

て、読み替えて準用する同法第８７条の５、

第１項の規定により、豊能町へ土地改良事

業を施行することについて、議会の議決を

求めるものでございます。 

  提案理由としまして、令和３年８月１３

日から１４日までの豪雨により被災した農

地及び農業用施設（水路）の災害復旧事業

を施行するために、土地改良法第８７条の

５、第１項の規定に基づき、応急工事計画

を定めて議会の議決を求めるものでござい

ます。 

  次のページをお願いいたします。 

  事業名としましては、令和３年８月１３

日及び同月１４日の豪雨による災害復旧事

業でございます。 

  総事業費は４８３万円でございます。 

  事業施行場所としましては、豊能町高山

１３５番地ほか２件の計３件で、うち農地

が２件、水路が１件でございます。 

  事業期間は令和３年１２月から令和４年

６月までとするものでございます。 

  事業内容は、令和３年８月豪雨により被

災した農地、畦畔を含みます、及び農業用

施設（水路）の復旧を行い、従前の効用を

回復するものでございます。 

  それでは、全協のときにお配りさせてい

ただきました図面について、説明させてい

ただきます。 

  図面では、農地を緑色、水路を青色で着

色しております。今回被災した箇所につき

ましては、高山地区のスゴ農地、木代地区

のアリウダ農地とアリウダ水路の計３か所

でございます。 

  まずスゴ農地につきましては、高山地区

の棚田の上部に位置する農地でございます

が、被災した畦畔の復旧工事を行うもので

ございます。 

  次にアリウダ水路とアリウダ農地につき

ましては、隣接した箇所でございまして、

大雨による増水で水路の護岸の石積みが崩

れたことにより、隣接する農地の畦畔も被

害を受けたもので、それら被災箇所の復旧

工事を行うものでございます。 

  なお、今回の農地及び農業用施設災害の

査定についてですが、１０月２６日に国の

査定を受けておりまして、おおむね計画ど

おりで認められております。 

  説明は以上でございます。 

  御審議いただき、御決定賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

  では、これより本件に対する質疑を行い

ます。 

  ありませんか。 

  寺脇委員。 
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○委員（寺脇直子君） 

  １０月２６日に国の査定済みということ

で計画どおりに進めるということですけれ

ども、これは農地と農業用施設、水路の復

旧ですけれども、町と農家の負担割合はど

ういうふうになってるんでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

  仲村課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  建設課の仲村でございます。 

  これ、町の負担は実質ありません。今回、

補正予算で上げさせていただいております

のは、農地につきましては、国の補助金も

大阪府を通ってきますので、府補助金です

けれども、５０％、受益者の分担金が５

０％、それから、水路につきましては国の

補助金が６５％、それから分担金が３５％、

地元ですね、地元の分担金が３５％。ただ

し、今回の場合、北九州を中心とする大雨

ということで、激甚災害が指定されるとい

うことで、今回、増嵩申請をかけておりま

して、その負担が、ちょっとお待ちくださ

い。農地の国の負担が、補助金が９３.４％、

それから農地、すみません、水路のほうが

９８.１％ということで、残りが地元の負担

金ということになります。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほか、よろしいですか。 

  ちょっとなければ、ちょっと私のほうか

ら質問なんですけども、今回、農地が２件

で水路が１件ということで、合計金額が４

８３万という提示をしていただいておりま

すけども、個々に金額的なものは何か分か

るんですか。 

  仲村課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  建設課の仲村でございます。 

  まず、高山のスゴ農地、これにつきまし

ては１５０万円、それから木代地区のアリ

ウダ農地、これが５５万円、それからアリ

ウダ水路が２７８万円でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  確認したいんですけれども、今回豪雨に

よる災害復旧事業ということで、この災害

復旧事業の対象となる災害というのは、豪

雨のほかにも近年災害が多発しているんで

すけれども、どのような災害が対象になっ

てくるのでしょう。 

○委員長（中川敦司君） 

  仲村課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  地震や風なんかでのそういう災害復旧事

業もございます。今ちょっと資料を持って

きておりませんが、今回の豪雨につきまし

ては雨量で基準が決まっておりまして、１

時間の雨量が２０ミリメートルを超えた場

合、それから２４時間の最大雨量で８０ミ

リメートルを超えた場合に、それからあと、

その１か所の被災した工事の金額が４０万

円以上という基準はございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほか、ありませんか。 

  ちょっと、そしたら私のほうからまたよ

ろしいですか。 

  先ほどこの農地２件と水路１件のそれぞ

れの費用のほうを個別に聞かせていただき

ましたけども、ただ水路だったら例えば、

距離、どれぐらいの距離やとか、農地やっ

たら面積的にどんなんやとか、そんなん分

かりますか。 

  仲村課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  建設課の仲村でございます。 

  農地ですけれども、高山のスゴ農地が４

メートルの畦畔が崩れた、横が４メートル、

長さが４メートルです。木代のアリウダ農
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地のほうが、それも４メートルの畦畔が崩

れてます。それから、水路につきましては、

１０メートル。 

○委員長（中川敦司君） 

  １０メートル。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  はい。が崩れております。 

  それでよろしいでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

  はい。 

  ほか、もう質問ありませんか。 

  ないですか。 

（「なし」の声あり） 

  なければ、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  挙手全員です。よって、第５２号議案は

原案のとおり可決されました。 

  では、次に、第５３号議案、令和３年度

豊能町一般会計補正予算（第４回）の件、

関係部分のみになりますが、ここを議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  順次発言を求めます。 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内拓君） 

  おはようございます。行財政課、山内で

す。よろしくお願いいたします。 

  それでは第５３号議案、令和３年度豊能

町一般会計補正予算（第４回）（関係部分

にかかる部分）につきまして、提案理由の

御説明を申し上げます。 

  お手元の補正予算書の６ページをお開き

ください。 

  第２表、繰越明許費補正の款２・総務費、

項１・総務管理費、戸知山周辺整備事業で

ございます。 

  戸知山周辺整備事業につきましては、戸

知山で擁壁実証実験が行われるに当たり、

土を搬入するダンプカーが通り舗装を傷め

る恐れがあることから、搬入後に舗装工事

を行うことにより、年度内に事業が完了す

る見込みがないため、繰越しするものでご

ざいます。 

○委員長（中川敦司君） 

  仲村建設課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  建設課の仲村でございます。 

  款１１、同じ繰越明許費補正ですけれど

も、款１１・災害復旧費、項１・農林水産

施設災害復旧費、事業名、耕地災害復旧事

業４８３万円でございますけれども、先ほ

どの５２号議案で提案させていただきまし

た、農地及び農業用施設災害復旧事業で、

年度内に事業が完了する見込みがないため

繰越しするものでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  引き続きまして、同じ６ページのところ

でございますけども、公園災害復旧事業に

つきましても、この補正予算書に計上して

いる事業が年度内に事業が完了する見込み

がないため、繰越しするものでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内拓君） 

  行財政課、山内です。 

  それでは、今回の歳入歳出予算の補正内
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容につきまして御説明申し上げます。 

  今回の補正予算につきましては、４月の

人事異動に伴う人件費の補正を行っており

ます。 

  人件費事業につきましては説明を省略さ

せていただきますので、御了承を願います。 

  最初に、歳出について御説明申し上げま

す。 

  １８ページをお開きください。 

  款２・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の７、基金管理事業財政調

整基金積立金でございますが、前年度繰越

金を全額積み立てるものでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  まちづくりの田中課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  おはようございます。まちづくり創造課

の田中です。 

  それでは、まちづくり創造課関係の補正

予算内容につきまして御説明をいたします。 

  補正予算書１８ページ、款２・総務費、

項１・総務管理費、目６の企画費の５、地

域公共交通促進事業でございますが、地域

公共交通緊急支援金として、２４５万円を

計上しております。これは、新型コロナウ

イルス感染症の拡大に伴い、旅客収入の減

少が長期化している地域公共交通事業者の

運行継続を支援するとともに、車内の衛生

的な環境の確保を推進するため、緊急支援

金として支出する費用を補正するものでご

ざいます。 

  説明は以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  農林商工課、中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  飛びまして、２８ページのほう、お開き

いただけますでしょうか。 

  款６・農林水産業費、項１・農業費、目

３・農業振興費の３、農業振興事業でござ

いますが、これは農地の集積、集約化に取

り組む地域への協力金を交付するための補

正でございます。今回の対象の地域としま

しては、高山地区が対象としております。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  引き続きまして、３１ページをお開きく

ださい。 

  款８・土木費、項５・都市計画費、目

１・都市計画総務費の３、下水道特別会計

繰越事業でございますが、人件費にかかる

費用を下水道特別会計へ繰り出しするもの

でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  仲村建設課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  建設課の仲村でございます。 

  ３７ページをお開きください。 

  款１１・災害復旧費、項１・農林水産施

設災害復旧費、目１・耕地災害復旧費の１、

耕地災害復旧事業でございますけれども、

先ほどからの、令和３年８月豪雨で被災し

た農地や農業用施設の復旧工事にかかる費

用を補正するものでございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  続きまして、同じページの項２・公共土

木災害復旧費、目２・公園施設災害復旧費

の１、公園施設災害復旧事業でございます

が、光風台６丁目緑地の災害復旧にかかる

費用等を補正するものでございます。 

  歳出の説明は以上でございます。 

○委員長（中川敦司君） 
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  仲村建設課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  建設課の仲村でございます。 

  次に、歳入について御説明申し上げます。 

  １１ページへお戻りください。 

  款１４・分担金及び負担金、項２・分担

金、目１・災害復旧費分担金は、歳出のと

ころで御説明申し上げました耕地災害復旧

事業にかかる分担金でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  まちづくり創造課、田中課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課、田中です。 

  補正予算書１２ページ、款１６・国庫支

出金、項２・国庫補助金、目１・総務費国

庫補助金でございますが、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創成臨時交付金として、

２４５万円を計上しております。 

  これは、歳出のところで御説明申し上げ

ました、新型コロナウイルス感染症対応と

しての地域公共交通緊急支援金にかかる国

庫補助金でございます。 

  説明は以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  同じく１２ページですけども、目９・災

害復旧国庫補助金、節１・公共土木災害復

旧費国庫補助金でございますが、歳出のと

ころで御説明申し上げました、公園施設災

害復旧事業にかかる国庫補助金でございま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

  農林商工課、中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  １３ページになります。 

  款１７・府支出金、項２・府補助金、目

５・農林水産業費府補助金、２・機構集積

協力金交付事業費府補助金でございますが、

これは先ほど、２８ページのほうで集積の

協力金ということで事業を御説明させてい

ただきましたが、その歳入となっておりま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

  仲村建設課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  建設課の仲村でございます。 

  １４ページ、お開きください。 

  目９・災害復旧費府補助金、節１・工事

災害復旧費府補助金でございますが、歳出

のところで御説明申し上げました、農地や

農業用施設の復旧工事にかかる府補助金で

ございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内拓君） 

  行財政課、山内です。 

  款２０・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・財政調整基金繰入金でございますが、

今回の補正による財源調整として、6,７０

９万9,０００円を減額するものでございま

す。 

  １５ページを御覧ください。 

  款２１・繰越金、項１・繰越金、目１・

繰越金でございますが、前年度からの繰越

金の確定に伴うものでございます。 

  続きまして、款２３・町債でございます

が、目４・教育債、次のページ、１６ペー

ジをお開きいただきまして、目６・災害復

旧債でございますが、事業費が増額となっ

たことに伴う、補正するものでございます。 

  説明は以上でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 
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  都市計画課、田中です。 

  ３７ページの公園災害復旧事業について、

光風台６丁目の災害復旧工事の概要を説明

したいと思います。 

  １０月８日の全員協議会で御報告いたし

ました、光風台６丁目災害復旧工事の件で

すが、その災害の安全対策工事については、

１１月１７日に国の防災課より、町が示す

安全対策工事の工法で了解が得られました。

これを受け、既に御承知の方もおられるか

もしれませんが、１１月２５日より、道路

の舗装を壊す作業から工事を着手しており、

１２月１日から本格的に土留め工事を、施

行を順次行っております。 

  安全対策工事の期間ですが、明日、明後

日には全て終わる予定をしております。ま

た、被災したのり面部のほうですが、１０

月８日から現場ののり面部にセンサーを設

置しており、すべり面の動向、変位量など、

継続的に観測しております。 

  また、１０月２９日には追加で４か所の

ボーリング調査も実施しております。のり

面部の変異ですが、設置当初は数ミリメー

トルの動きがあったものの、これまでにも

降雨が何度かありましたが、のり面は落ち

着いており、のり面部の動きは全くない状

況です。 

  これからの観測データや、土質試験の結

果を基に、１１月２９日に大阪府事業管理

室と工法検討の協議を行っており、１２月

中旬頃までには、国の防災課との協議で本

復旧工事の工法を決定していきたいと考え

ております。 

  なお、御迷惑をおかけしている近隣住民

６世帯の方へは、今年の２月と４月に遅れ

ている状況説明を行っており、国の再査定

の見通しが立った時点で再度説明に伺うと

伝えていましたので、８月２６日に国と府

との重要変更の調整が終わり、９月議会で

承認していただけましたので、本復旧工事

にやっと着手できることとなり、９月２５

日に、当該工事の請負社と一緒に工事概要

説明に伺ったところでございます。その後、

１０月５日に被災のり面のクラックが発見

されてから今日まで、状況説明や工事概要

などを含めて４回、直接顔を見て報告させ

ていただいております。 

  これからも、工事を進めていく中で、技

術的なことやささいなことは報告いたしま

せんが、工事の進捗状況を見ながら、騒音

や振動の出る御迷惑をおかけする工事内容

のときには、前もって近隣住民の方へ御説

明に伺う考えであります。 

  本復旧工事については来年早々から、ま

ずクラックが入っているのり面の土砂を撤

去する工事からスタートする予定で、当初

の予定より約３か月程度は遅れる見込みで

すが、来年の梅雨時期の６月頃までにはお

おむね完了していきたいと考えております。 

  それでは、本復旧工事の施行方法などに

ついて御説明させていただきます。 

  お手元にお配りしている計画断面図を御

覧ください。 

  この断面図は、被災のり面のほぼ中央部

の断面図となります。 

  まず、左側に住宅と道路を図示しており

ますが、その道路の中央部に、現在施行中

の安全対策工事で設置しております仮設の

防護柵が、住宅との敷地境界線より1.７メ

ートル離れたところに設置しているところ

であります。道路の右側に正方形のものが

２段積み上げて図示しておりますが、これ

は現在、現場にある大型土のうを示してい

るものです。これより右上側に黒線で示し

ているラインが現在ののり面のラインとな

ります。また、その下に青色の破線で示し

ているラインが、１０月５日に被災のり面

部の保護をしていたブルーシートをめくっ
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て判明した、クラックのすべり線となりま

す。そして、道路の右側に赤色の線で示し

ているものが、これから本復旧工事で施行

する予定の擁壁となります。そして、この

新たに設置する擁壁の天端より右側に5.４

メートル奥に行くわけですが、平場を造り

まして、１対1.２ののり面を２段、１対1.

３５ののり面を２段で合計４段ののり面を

川西市との行政界に向けて切っていく予定

をしております。したがって、赤色のライ

ンで図示しているとおりにのり面を切って

いくことで、現在問題となっているクラッ

ク、青色の破線で図示している範囲の滑っ

ている土砂を全て搬出することができるも

のであります。図示しているとおり、４段

ののり面を形成していくわけですが、のり

面の表面については、設計上安定勾配とな

っておりますが、のり面保護として、種子

吹きつけなどの必要性がないかも含めて検

討しているところであります。 

  説明は以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  説明終わりましたけども、これより本件

に対する質疑を行います。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  おはようございます。管野です。 

  たくさん人事異動による人件費の補正が

あるんですけれども、再任用の方が診療所

に行かれたことの補正以外にトータルで、

３９ページのところなんですけれども、当

初予算よりも１億円減ったということでよ

ろしいんですか。確認させてください。 

○委員長（中川敦司君） 

  池田秘書人事課長。 

○秘書人事課長（池田拓也君） 

  おはようございます。秘書人事課、池田

です。よろしくお願いします。 

  今、委員のほうから御質問がありました

が、３９ページにあります給与費明細の１

億、約１億円の減ということですけれども、

今特別会計のほうに、診療所のほうに再任

用の方がというお話がありましたが、厳密

に言いますと、診療所とあと下水道の会計

のほうにも行ってる職員がいておりますの

で、その分その職員に関わる給料の減額と、

あと会計年度任用職員の報酬でございます。

昨年の決算委員会のときにも前年決算の執

行率が、ちょっと非常に悪い理由を、委員

会のほうでもちょっと御指摘をいただいて

おりまして、現時点で確実に年度内に不用

額が見込める分につきましては、今回その

分を減額補正の対象とさせていただいてい

るというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  分かりました。ありがとうございました。 

  ほかの質問なんですけれども、１８ペー

ジの総務費、総務管理費、一般管理費の基

金管理事業の財政調整基金への積立てなん

ですが、広報「とよの」１０月号で、１５

億2,９２１万円という残高を見せていただ

きましたが、この金額を入れると約１７億

の残高があるということでしょうか。 

○委員長（中川敦司君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内拓君） 

  行財政課、山内です。 

  財政調整基金、予算ベースになりますけ

れども、１２月補正、こちらの金額入れた

後、９億6,９６７万7,０００円が基金残高

に、財政調整基金の基金残高になります。 

○委員長（中川敦司君） 

  もう一度、すみません、お願いします。 

○行財政課長（山内拓君） 

  財政調整基金の残高、１２月補正後にな
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ります。９億6,９６７万7,０００円になり

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  すみません、今年度使っているからとい

うことですよね。広報「とよの」に載って

いる１５億というのは、令和２年度の３月

３１日現在の金額で、４月、５月の分の残

高、この金額を足しますけれども、６月か

ら今まで、１２月まで財政調整基金を使っ

ているから、この金額が今の残高というこ

とですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内拓君） 

  行財政課、山内です。 

  令和２年の決算額から申し上げますと、

令和２年度の財政調整基金の現在高、決算

後が１４億2,９２１万2,０００円になりま

す。そこで、当初予算では、６億5,３０９

万4,０００円の取崩しで予算を編成してお

りまして、その後６月補正、９月補正で取

り崩し、今回の１２月補正で財源調整で減

額ということになりまして、最終合計が９

億6,９６７万7,０００円ということになり

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  ２８ページの、農家への協力金、すみま

せん、農業振興費の１７０万8,０００円、

高山地区の農地集積ということなんですが、

令和元年、牧地区は３７０万5,０００円、

令和元年の９月の補正で同じような支出、

協力金というのがあるんですけれど、この

金額の違いというのは面積ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  農林商工課、中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  この交付金は、その協力いただける面積、

集約する面積によって決まってきますので、

それに面積掛ける単価というような形で算

出していきます。今回の対象の面積は、高

山地区、集約いただいたんは、おおよそ8.

２５ヘクタールですが、交付の対象となる

面積としては、7.７６ヘクタール、それに

単価を掛けた金額になります。交付の単価

ですが、１０アール当たり２万2,０００円

ということで単価が決まっておりますので、

それと今の面積を掛け合わせた額となって

おります。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  令和元年のときに農機具とか倉庫とかに

使うということを伺っていますけれども、

これの報告とか、報告義務というのはある

んですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  交付金の使途ですが、地域農業の発展を

図る観点から、その使途を自ら、高山地区

の協議会になりますけども、自ら決めるこ

とということでなっておりまして、ただそ

の使途につきましては、大阪府のほう、都

道府県のほうと協議、また、使用した後は

町に報告、決まった後は報告するというこ

とになっております。今のところ、高山地

区で今何に使うかというところはこれから

協議するということで、今のところまだ未

定ということで、一旦積み立てとくという
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ような形で聞いております。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  ほか、どうですか。 

  ありませんか。 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  全体を通して、繰越明許費がここ一、二

年多いように感じんねんけども、仕事の怠

慢であるのんか、仕事量が多過ぎんのんか、

ちょっと分からんけども、この原因は何じ

ゃろなと思ってますねんけども、町長ちょ

っと答えていただけませんか。 

○委員長（中川敦司君） 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ありがとうございます。 

  大きな一番というのは、工期が間に合わ

ないというところが一番大きな要因でござ

います。決して怠慢ではなくて、それぞれ

のものに日程調整をしていくとずれてくる

というのが現状でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  工期いうのは、きっちり年度末に決めた

らするのんちゃいまんのか。いろいろこう

理由があって、そんな工期決められてもで

きひんのはできひんということもあるやろ

うけども、５人でいけんとこ１０人入れた

らいけることもありますわな。そういうこ

とはしておられませんのんか。 

○委員長（中川敦司君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。総務部、仙波です。 

  例えば、今回この、４・事業繰越明許費

補正で上げております、一番上にあります

戸知山周辺整備事業につきましては、先ほ

ど行財政課長が御説明いたしましたが、当

初予算で措置しているところなんですけれ

ども、戸知山の上のほうでちょっと実証実

験を行って、要はダンプが登る前に舗装し

てしまうと、その舗装がまた傷んでしまう

ということになるので、この繰越明許の御

承認をいただいて、実証実験で土を運んだ

後に舗装をしようというために、工事を行

うために繰り越すものだと。 

  ふたば園施設整備事業につきましては、

当初予算で設計業務を委託しておりまして、

現在まで設計がかかっておりました。その

設計が完了したので今度工事費を補正する。

今から工事をすると設計上の工期上どうし

ても間に合わないために、この、今現在補

正予算を上げるとともに、繰越明許の補正

を上げる。 

  同じ、ここの災害復旧費の耕地災害復旧

事業につきましては、先ほど御説明申し上

げましたとおり、８月に豪雨がありまして、

それが原因となって、今予算を計上するも

のですので、今から工事をしても間に合わ

ない。同じく光風台６丁目の工事につきま

しては、またずったということで設計変更

があって、これからまた再度工事を発注す

るために工事が間に合わない。このように

それぞれ、要は設計上の工期が間に合わな

いという事情で繰越明許の補正予算を計上

しておるところで、決して怠慢とかそうい

うわけではないと考えております。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  設計上の工期が間に合わないいうことは、

その設計の工期を早くしたら間に合うんち

ゃいまんのか。設計みたいなもんをその外

部で仕事とするのんと違ってやね、雨降っ

たり、風吹いたり、雪降ったり、やりが降
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ったりしても仕事はできまんがな。 

  ほれでもう１件、この災害復旧工事で、

これ四つ目のやつやね、この光風台６丁目

の、このやつの、あれでんな。これそうで

んな。これの一番初めの、これ、どういう

んかな、一番最初の崩土になった線は入っ

てますか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  昨年の７月豪雨で、崩落したラインのほ

うはこの図面のほうには入れておりません。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  その線を入れると、図面で言うたら、一

番上か、その黒い実線のまだ上にあるわけ

ですな、そうですね。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  委員おっしゃるとおりです。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  その入ってない線から赤い線まで、今回

赤い線までの分の土量は大体幾らですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  昨年度の豪雨で搬出した土の総量は、約4,

０００。今回の設計で見ておりますのは、

約１万。合計１万4,０００立米ほどの量に

なろうかと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  その１万4,０００立米の土をどこかに放

らんとあきませんわな。その放る場所は、

町は指定してますんですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  設計上指定処分ということで、大阪府が

受入れ可能であるというところで、設計上

は計上しております。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  その土量に対して金額を掛けると、大分、

億以上のやっぱり金額になりますわね。そ

れは、豊能町内にあればそれだけ費用は要

らんわけです。その辺を町長はどのように

考えておられますか。 

○委員長（中川敦司君） 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おっしゃるとおり、本来であれば我々の

ところにあればいいわけですけども、今回

の１万4､０００というところ、それから過

去の例も含めて、外部に、府の指定すると

ころに処理をしないといけないというとこ

ろで、緊急性もございましたので、そうい

うところに持ち込ませていただいておりま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  そういうことを、これから、これで終わ

りとちゃいますわね。起こり得る可能性は

十分あります。例えば、木代の、あっこ、

どこなのかな。鉄砲水が出たとこもありま

すやろ。あそこの残土でも大分出るのんち

ゃいまんのか。そういうところが、豊能町
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内において多分出てくると思います。その

ときには豊能町の土は豊能町の土として、

豊能町のほうで放る。残土というたら語弊

あるけども、普通の土やと、それを放るね

やという具合にせんと、残土やいうて外へ

持っていくと、豊能町の土がなくなってし

まうようになるわけです、しまいには。そ

の辺をよく考えて。そういう騒動があった

ときにいろんな条例ができたけども、やっ

ぱり考え直して、豊能町のどっかにも土の

放り場、やっぱり造っとくべきやと思いま

す。それが、結局金が余ってくるから、金

がないと言われないわけです。よそへ放て、

高い金の、よそへ放て、それで、金がない

金がないと言うても通用しまへんで、分か

りますか。ということですわ。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  すみません、１点ちょっと私、いいです

か。 

  関連、今の関連する質問になるかも分か

りませんが、この断面図におけるところの

部分で、１万立米ですか、の土を移動させ

なあかんという話がありましたけども、そ

れと全然関係ありませんが、この繰越明許

費の、この２項目め、戸知山周辺整備事業

で、ダンプで土を運んで戸知山に入れてと

いう話もありましたけども、その土という

のは、実証実験に使うそういうふうな土や

というふうな認識で私おるんですけども、

その認証実験に使う土いうのをここの、こ

の何、光風台６丁目の土を使って、そのダ

ンプで運んで、それを実証実験に使う、何

かセンサー入れて何かやる言うてましてけ

ども、それにこれを使ったらどうなんです

か。どうでしょうか。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  おはようございます。坂田です。 

  委員おっしゃるとおり、この光風台の災

害現場で１万立米程度、土出てきますので、

実証実験でも土が必要ということでしたの

で、その方向で木代自治会さんのほうには、

今現在もですが町と協議しておるところで

す。ただ回答としては、川上先生もちょっ

と、ちらっとおっしゃったかもしれないで

すけど、その残土ということに対して、ち

ょっと木代の自治会さんのほうが、大分ち

ょっと、いろいろちょっと問題があるんじ

ゃないかいうことで、お話ししておりまし

て、今ちょっとこちらとしてはお願いして

いるところなんですけども、ちょっと今後

どういうふうになっていくかは、ちょっと

今後の検討、協議次第にはなってくると思

います。 

○委員長（中川敦司君） 

  いいですか。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  すみません、それで、もし最悪その場合

は、木代のその戸知山の実証実験の場の中

にも土は若干削れば出てきますので、その

土を利用してやっていくことも現在検討し

ます。それから、先日阪大キャンパスで、

一般質問でもちらっとお答えさせてもらい

ましたけども、阪大と神大、清水建設さん

との協議の中で、こちらとしては光風台６

丁目の現場、災害現場のそのまま実物どお

り、高さが５メートルでのり面が２０メー

トルぐらいですね、のり担ぎしたような形

の実証実験でお願いしてたんですが、その

実証実験も国の補助金から、文科省のほう

からちょっとお金が下りてきますので、そ

のお金がざっと６００万円程度しかちょっ

と下りないというところがありまして、こ

の育成型に関しては。ですので、その中で

ちょっと運用していかなかんということが

あるので、今清水建設さんのほうが、最終

的には１月に描いていただけるんですが、
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今のところは、建端が１メートルから１メ

ートル５０、もしくは２メートル程度の高

さで、のり担ぎは２０メートルではなくて、

もっと低い５メートルとか１０メートルと

か、そういう形になるのではないかという

ことで、今試算しておるところです。清水

建設さんのほうが試算しているというとこ

ろです。 

○委員長（中川敦司君） 

  そしたら、今の部長の御答弁でいくと、

その木代地区の方との今交渉なるんやけど

もいう話ですけども、もしも、もしかした

ら、うまいこといったらこの、ここで出て

くる光風台６丁目のこののり面の土、それ

を戸知山へ入れさせてもらって、入れて、

それを実証実験に使うと、そういうことも

場合によってはできるかもしれないという

ことなんですね。 

  坂田部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  委員おっしゃるとおりです。 

○委員長（中川敦司君） 

  そうなった場合には、この光風台６丁目

のこの出てくる土をどっかに捨てるという

ふうなことと比べたら、戸知山に搬入して

実証実験に使うほうが、よりコストいうか

費用は削減できるということになるんでし

ょうか。 

  坂田部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  都市建設部の坂田です。 

  処分費が丸々浮いてきますので、立米当

たり2,０００円ぐらい、3,０００円ぐらい。

3,０００円から5,０００円ぐらい、１立米

当たり3,０００円から5,０００円ぐらいの

処分費がかかりますので、その分費用はコ

ストダウンできます。 

○委員長（中川敦司君） 

  そうですか。 

  そしたら、何とかそういうふうなコスト

を削減できるんであれば、そういうふうに

ぜひともできるようにしてもらいたいなと

思いますんで、どうかよろしくお願いいた

します。 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  この赤い線は図面で何度になるのか。 

○委員長（中川敦司君） 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  都市建設部の坂田です。 

  １対１が４５度、１対1.８が３０度です

から、その間になるかと思いますので、３

５度よりちょっときつい感じの勾配となり

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  大体これとはちょっと関係ないかも分か

らんけども、切土は大体1.５ちゃいまんの

か、普通は。盛土は1.８で。１対1.５、１

対1.８、という具合に認識しとるんだけど

も、それよりきついでね、これ。これでも

つわけでっか。 

○委員長（中川敦司君） 

  坂田部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  都市建設部の坂田です。 

  委員おっしゃるとおり、通常の砂交じり

というか砂質系ですと、おっしゃるとおり、

大体切土で１対1.５になるかと。盛土の場

合、１対1.８です。今回は土質、ボーリン

グ調査したところ、礫交じりの土砂という

か、土質になっておりまして、それでいく

と、土工指針では１対1.２から１対1.5の間

の中で切っていきましょうというのが、な

っておりましたので、ちょっと見えにくい

んですけど、下側のほうは１対1.２でもと
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もと計画していた、当初ですね。その後、

８月の豪雨等で１回ちょっと崩れてしまい

ましたので、国、大阪府との協議の中で、

１対1.２でもたないんであれば、それより

緩くしないといけないんじゃないかと。特

に、ちょっと見にくいんですけど、下側の

ほうは、密実な礫質土となってますが、上

側のほう、山のほうに近い側は密ではない

礫質土となっておりまして、ちょっと緩い

土砂にはなっておりますので、上に行くほ

ど勾配は緩くしないといけないよというこ

とで、国のほうからも指導を受けておりま

したので、のり面の解析をやりまして、安

全率が1.２以上になるような勾配で計画し

たところ、ちょうど、１対1.３５になった

というところで、国と今協議しているとい

うところです。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  それと、この図面ぱっと見たときに、下

のこの土留め擁壁でんな、これがちょっと

弱いような感じするねんけども、これもつ

わけでっか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  実を言いますと、この鉄骨は長さ７メー

トルございまして、地面の中に４メートル

打ち込んでおります。 

○委員（川上勲君） 

  土留め擁壁。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  すみません、５メートルの擁壁ですか。 

○委員（川上勲君） 

  そう。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  これにつきましては、災害の基準という

のがございまして、現況の擁壁の高さに合

わせるというところですので、起点と終点

の被災のり面を見て、両側にまだ擁壁が、

健全な擁壁が残っておりますので、そこに

合わせておると。この擁壁に対する土被り

を減らすという意味合いで、天端から5.４

メートル奥に平場を造っているような状況

でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  ということは、これで十分もつわけでん

な。この土留め擁壁で。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中課長。 

委員（川上勲君） 

  いやいや、それで。もつというと言うと

るから。 

  それでもう一つは、何だったかな。もう

年取ると忘れてまう。何を言おうとしたん

かな。ちょっと後でまた言います。 

○委員長（中川敦司君） 

  ちょっと、関連でちょっといいですか、

私のほうから。 

  この図面で、１点ちょっと聞きたいんや

けども、この図面のここに小さい破線があ

るのと、ここにも小さい破線がありますが、

これは何を意味してますか。 

  田中課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  先ほど坂田部長のほうが御説明したボー

リングデータに基づく土質のラインを入れ

ております。一番下のほうに軟岩、その上

に密実な礫質土、その上に密ではない礫質

土の層のラインとなります。 

○委員長（中川敦司君） 

  層の、そうですか。ありがとうございま

す。 
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  ほか。 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  関連なるんですけど、先ほどは土砂、土

砂何だら行為、残土処分行為だね。町長の

ほうから、我々のところにそういう土地が

あればというふうな発言がいみじくもあっ

たんですけど、今回はたまたま委員長の質

問のほうから、今度は高山の、じゃない、

戸知山のほうの、持ってったりそこからと

か言ってますけど、豊能町の基本の姿勢と

して私、一般質問させていただきましたけ

ど、木代のそれこそ土と岩だけのようなと

ころを保全地域にしといて、言い分はやれ

里山の風景があるとか、府の公園近いとか、

なこと言ってますけど、今話を聞いて、こ

れ町として、戸知山に壮大な残土処分場を

造ろうという計画があるのかなと。だから

ああいうことをしたのかなともちょっと思

ったんですが、これは一般質問になります

ので、非常に不信感を持ってます。それは

それでまた別な機会に改めてさせていただ

きますけども、今回の質問としてはこの繰

越明許費のことです。 

  私もこれ前からちょっと気になったんで

す。今回に限って言えば、いろんな事情が

あるからそうだなと思ったんですけども、

例えば、ふたば園の設計が間に合わなかっ

たと言うけども、当初予算で取ったけども、

設計が間に合わなかったから今回繰越明許

費するというふうな説明があったと思うん

ですけども、そこのこの期間の設定がもう

一つ分からないんです。だったら当初予算

で設計費だけ上げといて、たしか前、老人

福祉センターの場合は、クーラーは設計費

だけ上げて翌年たしか工事費上げてたよう

な気が、記憶があるので、そういったこと

はできないのかなと、今回設計がうんと遅

れたのかなと。そこのとこはどうなってま

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  すみません、私の説明が足りないところ

があったんですけど、今回のこのふたば園

の事業につきましては、当初予算で屋上防

水の設計費用を予算化しております。４月

から設計、予算措置後設計に入りまして、

設計が完了したので、今回工事費の補正予

算を上げるとともに、今から工事を開始し

たのでは今年度中に間に合わないので繰越

明許を同時に計上しておるところでござい

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

  秋元委員。 

○委員（秋元美智子君） 

  分かりました。私の勘違いでした。じゃ、

当初予算で取った分が逃れてったのかじゃ

なくて、改めてですね。じゃ、失礼しまし

た、分かりました。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  思い出しました。 

  その戸知山に上がる道を舗装するのに、

大型ダンプが通ったら傷むかも分かれへん

からそれを通った後でしまんねやと、こう

いう答弁でしたな。ほんだらそれ、あれで

っか。その、そうするのは車が通らなくな

ってから舗装工事しまんのか。ちょっと考

え方おかしいと思いまっせ。えろう、もう

５０トンや１００トンのもんが通るわけじ

ゃなし、ただまあよう積んでも２０トンか

２５トンぐらいやね。そういう車が通って

も耐えて忍んでもつようなやっぱり仕事を

しとかんと、そんな大きい車が通ったら潰

れるような仕事だったらせんほうがましや、
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ほんまに。その辺どない考えたんのかな。 

  ちょっと誰か答弁してください。 

○委員長（中川敦司君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  委員おっしゃるとおり、本来の道路とい

うのはやはり車が通ることを前提に造る道

路になるんで、委員のおっしゃることもも

ちろん一つの要因かと思っております。今

回の舗装につきましては、たまたま時期が

重なったと言うたら申し訳ないんですけれ

ども、今回、道路舗装をする、舗装して完

了後にすぐまた道路を、１０トンダンプが

恐らく何台も通ることになるかと思います。

思いだけかもしれませんけども、今のあの

道路がああいうふうになってしまったとい

うのは、昔からあります、その柳井組の行

為がありまして、要はそこで１０トンダン

プが何度も通って、最終的にそれだけだけ

ではないのかもしれませんけれども、それ

で傷んでしまって今ああいう状況になって

るというそういう思いもありまして、どう

せ舗装をするならば、今すぐにもう実験を

するというふうな形で考えておるところで

すので、それが終わってから舗装をしたほ

うが、その舗装にかけるお金のほう、まあ

言うたら１０トンダンプが通っても当然何

もないような道路をするのも一つかと思う

んですけれども、それでよって全く傷まへ

んということはありませんので、そういう

思いもあって、それが終わってから施工す

るほうがいいというふうに判断した次第で

ございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  それは、考え方はそら分かるけど、分か

るけども、舗装工事するのに、半年も１年

もかかりまへんわな。路盤と表層さえやっ

たらええねん。できるわけです。結局道路

傷んどるのは重みとそれから、もう一つは、

大きな原因いうのは流れた水ですわな。水

の処理と重みに耐える工事しとったら十分

いけますんで、そういう、どういうんかな、

車が通ったら傷みますんで、どないもなく

なってから舗装しまんねんて、そういうこ

とを言われると、何かちょっと考え方がお

かしいんちゃうかなと思ったんで、その辺

はよっぽど気をつけてもの言ってください。 

（発言する者あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  今のは、もういいですか。回答いいです

か。 

○委員（管野英美子君） 

  今の関連で。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほな、ちょっと関連でやったら、管野委

員。 

○委員（管野英美子君） 

  今の舗装の問題なんですけど、以前松本

まちづくり調整監も、戸知山利用で、業者

さんが見にきたときに道路が随分傷んでま

すねとおっしゃいましたよね。戸知山の利

用のときに、今、ビジネスチャンスじゃな

いですか。そしたら舗装のほうが先やって

もいいんじゃないんですか。ちょっとその

まちづくりの観点からお聞かせいただけま

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  松本が以前申し上げましたとおり、確か

におっしゃるとおりで、今あちこちでちょ

っと土地を求められているという部分もあ

って、そういった事情もあるかと思います。

戸知山の今の道路につきましては、確かに
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舗装されてない状態でなってるんですけれ

ども、一応ダンプが通れるようにというと

ころで、応急的にその舗装まではしてない

んですけれども、砂利で埋めて、以前通ら

れた委員の皆さんもいらっしゃるかどうか、

穴が開いてこう、こういうふうに走る状況

ではなくって、一応その穴を埋めて、ダン

プが通れるような形で応急の復旧はしてお

ります。だから、もし、そういう戸知山を

見に行きたいとおっしゃる方があれば、一

応乗用車でも通れるような形で応急措置は

しておりますので、そういったことがあっ

た場合、視察のお申し出あったらそれは日

程調整をして断らないようにしておる状態

ではございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。松本でございます。 

  以前そのようにお答えはさせていただき

ました。その後も、今回大阪スマートシテ

ィパートナーズフォーラムを立ち上げた協

議体の方も、あの場所は見に行かれている

企業、何軒かございます。その際にも舗装

のことについては説明を丁寧にさせていた

だいた上で、中の戸知山を見ていただいて

いる、そういうことをさせていただいてお

ります。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  ちょっと確認したいんですけれども、先

ほどから質問出ている、この戸知山周辺整

備事業は年度内に事業が完了しないため繰

り越すということなんですけども、これは

いつ頃完了するのかということと、阪大と

清水建設の実証実験についてもちょっと詳

しく説明してください。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  坂田朗建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  都市建設部の坂田です。 

  阪大と清水建設さんとの実証実験ですけ

ども、先週の、この前の打合せでは、１月、

実は今月中に阪大さんと清水建設さん、戸

知山のほうに現地のほう来ていただけるこ

とになっておりまして、それを受けて設計

をして、お金を出して、工事のほうは恐ら

く２月下旬から３月ぐらいには、工事のほ

うは完了すると。そのときには超長寿命化

のセンサー貼ったりとか、水の流れ、要は

造ってそのままじゃなくて壊す、壊すとい

うか、変形ささないといけませんので、上

に土圧をかけたり、水を流して水圧をかけ

たりして造った擁壁に変異を起こすいうか、

壊すまでいかないんですけど、そういうの

をしていくためのものをちょっと造ってい

かないといけませんので、ちょっと時間か

かるということで、一応３月末に、までに

はできまして、それから実験のほうスター

トするということですので、先ほどちょっ

と戸知山のほうの工事のほうがあったと思

うんですけども、早くても４月入ってから

の工事になるのじゃないかと考えておりま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

○委員（管野英美子君） 

  ほかの質問は無理ですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  はい、では…。 

○委員（管野英美子君） 

  ほかの質問。 

○委員長（中川敦司君） 

  今のこの件で関連のもう質問はないです

か。いいですか。 
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（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  そしたら、どうぞ、管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  ３７ページの耕地災害復旧費なんですが、

先ほど５２号議案で説明いただいた金額と

ちょっと違うと思うんです。後で、最初は

農地が５０％、水路が６５％、その数字な

んですか。国府補助金。 

○委員長（中川敦司君） 

  仲村建設課長。 

○建設課長（仲村晴好君） 

  建設課の仲村でございます。 

  先ほど激甚災害の指定を受けたというと

ころまで説明させていただいて、今申請中

でございまして、当初の５０％、６５％の

補助金で計算した数字が今回の補正予算で

計算している分です。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  その件、分かりました。 

  １８ページの地域公共交通促進事業の２

４５万円なんですけれど、旅客者が減った

ということと、あと、コロナ対策というこ

とですが、内訳はありますか。それと、こ

れは阪急バスに対してですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  まちづくり創造課、田中課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  今回のまず補助金の交付対象者でござい

ますけども、路線バス事業者として阪急バ

ス株式会社に２３５万円、それからタクシ

ー事業者として京都タクシー株式会社に１

０万円の交付を予定をしております。 

  その内訳、金額の内訳でございますけど

も、まず阪急バスにつきましては、平日、

計算方法としまして、平日ダイヤを維持し

たことに要した費用の部分につきまして、

それが１６４万9､６００円でございます。

次に、その感染症対策ということで、車両

数、台数に２万円をかけたものということ

で７０万円、合計しますと２３５万円とい

うことになります。 

  タクシー事業者につきましては、定時定

路線で運行しているものではございません

ので、車両数に、車両数が５台、それに２

万円をかけまして１０万円ということにな

っております。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  説明は分かりましたけれど、その他事項

でちょっと質問したかったんですけれども、

阪急バスは減便をなさってますよね、これ

から先、１２月１８日からですよね。でも

減便するから、今後は旅客が減ったからと

いってこういう補助金は出さなくていいわ

けじゃないですか。そういうことではない

んですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  まちづくり創造課、田中課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  今回の臨時交付金、事業者支援分に係る

交通事業者への支援等の目的、必要性につ

きましては大きく２点ございまして、一つ

は先ほども御説明させてもらいましたけど

も、コロナウイルスの感染拡大によりまし

て緊急事態宣言が発出され、それで不要不

急の外出、また都道府県間の移動の自粛と

いった人流の抑制の影響によります減収な

どの感染拡大の影響を受けていること、も

う一つは、コロナ禍においても感染リスク

を抱えながら事業を継続し、社会貢献を果

たしているということで、これらを鑑みた
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上で支援に取り組むということでございま

す。 

  今回の緊急事態宣言の期間の対象でござ

いますけども、今年の１月１４日から２月

２８日の分と、それから４月２５日から６

月２０日に出された緊急事態宣言中に運行

を継続されたということで、運行を継続、

減収になりましたけども、そのまま運行を

継続されたということで、それに対しての

支援ということになっている。ですから、

これから１２月１８日以降の減便に対する

支援とはまた違うものというふうに考えて

おります。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  そうじゃなくって、これから先もう減便

をされるわけですから、旅客は減ったとか

ということではないですよね、これから先

はこういう補助金を出さないということで

すか。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  通常の阪急バスさんで申し上げますと、

コロナ前と比べまして、運賃収入で約３９

億円、それから利用者数にしますと約３

０％の減ということでお聞きをしておりま

す。そういった減収というのが慢性化しと

るわけなんですけども、今回はあくまでも

新型コロナの対策ということで、緊急事態

宣言中の運行に基づくものというふうにな

っておりまして、今後の部分につきまして

は特にそういった、赤字補塡というような

感じでの補助金というのは考えておりませ

ん。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  この件は了解しました。 

  その他事項で阪急バスについてまた質問

させていただきます。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほか、いいですか。 

  寺脇委員。 

○委員（寺脇直子君） 

  ３７ページの光風台６丁目の災害復旧事

業なんですけれども、先ほど工事計画や状

況について説明いただきました。ちょっと

１点心配するのが、私もちょっと現場に見

に行ったんですけども、非常に最近豪雨と

か地震が多発しているということもありま

して、こういう土砂災害が起こる場合のそ

の危険度の判断であったり、そういう危険

な状況が発生する前に、近隣の住民の６世

帯の方にどういうふうな安全対策の対応を

するのかというところをお伺いします。 

○委員長（中川敦司君） 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  現在、先ほど御説明した、明日、明後日

で安全対策工事が完了するわけなんですが、

引き続き本復旧工事に入るまで現状で置い

ときますので、センサーを２台つけてる。

そのセンサーにつきましては、引き続きセ

ンサー設置でのり面に動きがないかどうか

というのを日々観察しているところです。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  ちょっといいですか、私のほうから。 

  今ちょっとまたこの光風台６丁目の話に

なりましたんで、ちょっとこの話で１点お

伺いしたいんですけど、ここの光風台６丁

目ののり面のこの辺り、これは例のあの大

雨とか降ったときに、何でしたっけ、イエ
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ローゾーンとかレッドゾーンみたいな、こ

こ崩れやすいから注意しなあかんねみたい

な、そういうふうな確か指定の箇所だった

かなと思いますが、まずそっから確認です。

お願いします。 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  一部はレッドゾーンに入っていたと思い

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

  今回この本復旧工事をやって、こう段階

踏んで、こういうふうな赤線のとおりのこ

のような構造にしますと、安定勾配のそん

な形にしますということでしたけども、も

しもこのような工事ができたならば、その

大阪府のレッドゾーンやイエローゾーンと

いうのは、もしかしたら解除されるかもし

れないことになるんですか。 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  レッドゾーン、イエローゾーンにする基

準がございますので、その基準に合致しな

い安全側のほうに変わっていきますので、

恐らくそこはレッドゾーンが外れるかと思

います。 

○委員長（中川敦司君） 

  そうですか。ありがとうございます。 

（発言する者あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  すみません、都市建設部の坂田です。 

  若干ちょっと修正させてもらいますけど

も、一応レッドゾーンとかイエローゾーン

は、高さが５メートル以上で勾配が３０度

以上でかかってきます。今回、１回１対1.

２とか１対1.３５にやったとしても３０度

よりきつくなりますので、勾配は。 

  ですので解除まではいかないです。 

○委員長（中川敦司君） 

  ほか、よろしいですか。 

  もう、質問ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  なしですか。 

  では、質疑を終結をいたします。 

  では、これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  ないですか、討論なし。 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手お願いいたします。 

（全員挙手） 

  挙手全員です。よって、第５３号議案は

原案のとおり可決されました。 

  続きまして、第５８号議案、令和３年度

豊能町下水道事業特別会計補正予算（第１

回）の件を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  田中都市計画課長。 

○都市計画課長（田中克生君） 

  都市計画課、田中です。 

  それでは第５８号議案、令和３年度豊能

町下水道特別会計補正予算（第１回）につ

きまして御説明させていただきます。 

  お手元の補正予算書１ページを御覧くだ

さい。 

  第１条としまして、既定の歳入歳出予算

の総額にそれぞれ８２５万を増額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億8,

１８４万5,０００円とするものでございま

す。 

  第２条としまして、歳入歳出予算の補正

の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並
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びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１

表、歳入歳出予算補正に記載のとおりでご

ざいます。 

  それでは、今回の補正について、歳出か

ら御説明させていただきます。 

  ７ページをお開きください。 

  まず、款１・下水道費、項１・下水道管

理費、目２・下水道維持管理費の７０万の

増と、８ページの目１・下水道整備費の７

５５万の増でありますが、これはいずれも

４月の人事異動に伴う人件費の補正による

増でございます。 

  続きまして、歳入について御説明させて

いただきます。 

  ６ページにお戻りください。 

  款５・繰入金、項１・一般会計繰入金に

つきましては、同じく人事異動に伴う人件

費の補正による増額でございます。 

  説明は以上でございます。 

  よろしくお願いいたします。 

○委員長（中川敦司君） 

  では、これより本件に対する質疑を行い

ます。 

  質疑、ありませんか。 

  ないですか。 

  川上委員もよろしいですか。 

  よろしいか、ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  では、討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり可決と認めること

に賛成の方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

○委員長（中川敦司君） 

  挙手全員です。よって、第５８号議案は

原案のとおり可決されました。 

  以上で、本委員会に付託された案件は、

全て終了いたしました。 

  続きまして、その他について、何かござ

いますか。 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  先ほどのバスのことなんですけれど、以

前から、乗らなければ減便・廃止というこ

とは一般質問でも答弁いただきましたけれ

ど、１２月１８日から、切畑の住民の方か

ら、いきなり紙が貼ってあって減便される

ということを伺ったんですけど、昨日ホー

ムページには載っていたんですけれど、い

つもいきなりこういうことなんですか。以

前も牧で、バス停に立ってたら住民の方が

増やしてやと言わはったけど、周りの人が、

僕ら乗ってへんからと諭してはりましたけ

ど、このやり方ってもう阪急バスの言いな

りゆうたら悪いですけど、阪急バスの意向

が全てということですか。 

○委員長（中川敦司君） 

  まちづくり創造課、田中課長。 

○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課の田中です。 

  今おっしゃっていただいてます阪急バス

の減便に伴うことなんですけども、今回、

忍頂寺線が、以前から阪急バスさんのほう

から、路線の維持が非常に困難な路線であ

る、利用者数がかなり減っておりまして困

難であるというようなことをお聞きはして

おりました。その運行をしていくに当たっ

て、町のほうにも何らかの補塡ですとか増

額、補助金の増額というところをお願いは

されておった状況はあったんですけども、

なかなか町の財政見ましてもその負担をし

ていくということは、財政面から困難であ

るというような状況で判断はしておりまし
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た。その中で、阪急バスさんのほうで、経

営計画の中で一つ、もちろん豊能町の路線

だけではないんですけども、ほかの市域の

路線も含めまして、路線の維持が困難な線

については１２月１８日から減便するとい

うようなことで、町のほうに対しても通告、

通告といいますか、連絡があった次第でご

ざいます。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  その点、今後デマンドタクシーをもう少

し、今利用者がとても少ないと思うので、

しっかりＰＲしていただきたい。これは要

望です。 

  あと、３件ほどあるんですけども、令和

３年度も後３か月なんですけれど、ときわ

台駅前の社協跡地の駐車場計画とか、高山

教員住宅の解体ですとか、後はここの所管

ではないかもしれませんが、高山コミュニ

ティセンターの指定管理を募集できない理

由を、私は漏れ伺っているだけなんですけ

ど、建設、今先ほどの答弁にもありました

けども、建物の問題があるとかとおっしゃ

ったんで、その辺りちょっと説明いただき

たいんですが、今分かる範囲でいいです。 

○委員長（中川敦司君） 

  山内行財政課長。 

○行財政課長（山内拓君） 

  行財政課、山内です。 

  私のほうからは、社協跡地と高山の教職

員住宅の解体について御説明させていただ

きます。 

  ときわ台駅前の社会福祉協議会跡地につ

きましては、解体が終わっておりまして、

更地になっております。今後の利用につき

ましては、当初駐車場ということで考えて

おったんですけれども、能勢電車のほうと

話しして、駅前利用できるように駐車場に

してほしいということもあって、当初コイ

ンパーキングということで考えておったん

ですが、能勢電車のほうはもうコインパー

キングにしなくてもいいということで確認

取れておりますので、今後は売買ができた

らいいかなと考えております。 

  高山の教職員住宅の解体につきましては

今解体中でして、１２月の末ぐらいまでに

は終わる予定をしております。 

（発言する者あり） 

○行財政課長（山内拓君） 

  跡地利用についてはちょっとまだ未定の

段階であります。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  農林商工課、中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  高山のコミュニティセンターの件につき

ましては、今施設のちょっと問題点が発覚

しております。今後、来年以降どうするか

ということで、高山の地元と今調整中で、

まだどういった形で運営をしていくかとい

うところを地元と調整しておりますので、

ある一定固まりましたら御報告するという

ことで予定しておりまして、今段階で、今

の段階で議会のほうには報告してないとい

うところでございます。年明けまして、あ

る一定方向性が固まった時点で議会のほう

にも報告したいと思いますので、御理解い

ただきますようよろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  管野委員。 

○委員（管野英美子君） 

  ときわ台駅前の駐車場は、私は必ず駐車

場になると思ってたんです。能勢電が断っ

たからじゃなくて、私たちは、バス使う、

新光風台の奥の人は、バスで往復で４４０
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円かかるから、光風台の駅前の消防団跡地

を３００円で停められるからということで

使ってはる人もいるんですけど。だから、

パーク、それこそパークアンドライドで、

あそこに駐車場があったら助かる人もいる

と思うんですけど、能勢電がどうこうとい

うことではないと思うんです。 

  もう一つ、コミュニティセンターなんで

すけど、女子会といってお料理をやってら

っしゃる方とか、あそこの木工をやっては

る方とかとても楽しく使ってはるのをフェ

イスブックで見たりもするんで、しっかり

とその今の利用者に対しても説明してさし

あげてほしいと思います。 

○委員長（中川敦司君） 

  今の質問に対して。 

  仙波総務部長。 

○総務部長（仙波英太朗君） 

  総務部、仙波です。 

  ときわ台の社協跡地の件です。 

  能勢電がというふうに先ほど山内課長の

ほうが申し上げたのは、当初のパークアン

ドライドという形で能勢電、要は車を停め

て能勢電を利用できるというところで駐車

場という検討をしておりました。で、能勢

電鉄さんのほうでもそういう駐車場を、現

在マンションのところに御用意いただいて

いるというところが一つ、もう一つ、あそ

この社協跡地のほうは実は土地が２区画あ

って、一つのほうは入り口になっとったん

で、要は石垣がすごく積んである。要はそ

の石垣を壊してまたそっから車が入れるよ

うにすると、またそれはすごいお金がかか

るというところで、あそこを駐車場にしよ

うとするとどうしても１区画しか利用がで

きないんです。あそこで大体停められて６

台ぐらい、６台ぐらい停められて、お金の

ことになって申し訳ないんですけど、６台

ぐらいで入ってくるお金と、売却、ニーズ

がどれぐらいあるかというところもあるん

ですけれども、その検討した結果、能勢電

がというところもあるんですけれども、パ

ークアンドライドとその町の財政的な部分

を考えて、現在売却の方向で進めないかと

いうところで考えておるところでございま

す。 

○委員長（中川敦司君） 

  中谷課長。 

○農林商工課長（中谷康彦君） 

  農林商工課、中谷です。 

  高山コミセンのほうの説明をということ

で、利用者の方にということで、ここ一、

二年、コロナの状況で臨時的に増えている

団体さんもおられるんですけども、そこは

ちょっと説明の場を設けるということはし

ておりませんけども、定期的に使っておら

れる、また町内の団体さん、先ほど女子会

とかいただいたんですけど、女子会最近使

われてない、ここ一、二年使われてないよ

うな状況ありますけども、ここ最近で定期

的に使っておられるような団体さんには説

明はさせていただく予定でございます。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  よろしいですか。 

  ほか、その他で何かありますか。 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  阪急バスの件やけど、先ほどちょっと出

とったように思うねんやけども、阪急バス

主導で進んどるという具合に言ってる委員

もおったように思うねんけど、例えば、千

里中央と森町のバスターミナル、あそこで

１往復したら、バスの費用は何ぼかかって

何人乗ったらペイできるか、そういうこと

をシミュレーションした場合はありまっか。 

○委員長（中川敦司君） 

  まちづくり創造課、田中課長。 
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○まちづくり創造課長（田中久志君） 

  まちづくり創造課、田中です。 

  基本構想、本町の公共交通の基本構想に

基づきます、箕面森町線の延伸につきまし

ての協議につきましては、これまでも阪急

バスと本町との間で進めてまいりました。

かなり狭き道ではあるんですけど、一つの

まちづくりの軸として進めてまいりました。

いろいろ細かい計算というのはもちろん、

ちょっと今数字は持ってませんけども、し

てきてはおるんですけども、阪急バスの今

交通事業者としての課題というのがかなり

大きいものもございまして、運転手の不足

でありますとか、利用者の不足によりまし

て、経営が本当厳しいという状況もござい

ます。 

  森町線、これ前にも説明させていただい

たところかも分かりませんけども、大阪府

の補助によって森町線が走らされてるとい

うこともございますし、それで豊能町がと

きわ台まで、能勢電までバスを延伸しよう

としますと、車両の増便、増数が必要だと

いうたこともいろいろ財政的な面の課題と

かもございます。したがいまして、なかな

か現実難しいところもございますけども、

いろんなシミュレーションやりながらこれ

までも進めてきておりますし、今後も進め

ていく予定にしております。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  私、半年ほど前だったかな、千里中央か

ら森町までバス乗ったんですわ。ほならず

っと、片道４１０円やったかな、そうです

ね、で勘定したら、１４人ぐらい乗ったら、

ペイできるんじゃないかという、私なりの

計算です。油代からタイヤの消耗から何か

ら勘定して。その辺をきっちり精査して、

阪急はこう言うけどもこういうデータがあ

るねやというぐらいのことを示して、阪急

と対等の立場で交渉してもらうようにせん

と。何か今の状況を聞いとると、受け身な

形ばっかりとちゃうかなという気がすんね

んけども。 

  もう一つは、これは商売上の道徳のこと

もあるけども、別に京都交通やね、京都交

通も以前は豊能町向こう、吉川まで走って

るんだから、その京都交通と阪急バスと競

争さすぐらいのそういうことも必要やと思

いますねん。やっぱり、１社独占では図に

乗ってくる可能性があるから、その辺も考

えてやってもらいたいなという具合に思っ

てます。 

○委員長（中川敦司君） 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  松本でございます。 

  委員おっしゃいますように、千中から森

町、こちらの便についてはたくさんの方が

乗られてて実は黒字路線となっております。

公共交通基本構想の中では、この森町線を

延伸するというふうに掲げてずっと努力を

してきたわけなんですけれども、森町線に

ついては住宅開発を大阪府がされたことで、

阪急バスに大阪府がバスのほうを提供して

いるということ、箕面市のほうが、この黒

字の路線を豊能町との乗り合いによりまし

て、黒字が赤字になっていくというような

ことは非常にきついのではないか、そんな

ようなことも御意見とされておりまして、

このような悩みを実は大阪府のほうに投げ

かけました。それがきっかけで、大阪府が

阪急バスと豊能町のほうで、三者の勉強会

を持ちまして、この千中から接結線として、

駅ですね、鉄道の駅まで伸ばすのを、森町

線ではどうも非常に、箕面市とか大阪府と

か阪急バスとの絡みがあって難しい。それ

で西線のほうで、今走っている西線で延伸
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をすることができないかという提案があっ

たところから、いろいろな勉強会を始めて

いこうということで、現在勉強をして続け

ているところでございます。 

  その一つの勉強の、勉強会の中で、方向

として、３者が向いている方向としては、

能勢電鉄の駅から、現在だったら千里中央

まで、地下鉄が延伸されたときは萱野の新

駅まで、ここまではスムーズに１本で行け

るような路線をつくろうではないかという

ことで、方向性は一つ、３者が同じ方向を

むいています。 

  あと、豊能町の特性として、ただバスを

充実させたところで高齢者の方が多いので、

実は家からバス停までのラストワンマイル

のところが豊能町の課題になっているんだ

ということもその勉強会の中で申し上げま

した。阪急バスと大阪府のほうからは、モ

デルとして、ＡＩオンデマンドバスを走ら

せてはどうかという御提案をいただいてお

りまして、今勉強会の中でこちらのほうも

検討をしているところで、大阪府のモデル

として、来年度もし可能であればＡＩオン

デマンドバスを町の中で、社会実験として

できないかという検討をしていこうじゃな

いかと、そこまでの方向性とスタートライ

ンには着いたところでございますが、ただ

金銭的な面ですとか、いろいろな課題がこ

れからありますので、そちらのほうを今後

検討していくという、そういう現在は状態

でございます。 

○委員長（中川敦司君） 

  川上委員。 

○委員（川上勲君） 

  要するに、箕面市であれ豊能町であれ、

れっきとした地方自治体です。人数は１０

万人以上おろうと１０万人以下であろうと、

そのトップ、塩川町長の、トップとして、

上島市長の、トップとして、やっぱり対等

に渡り合うという、ましてや民間企業の、

阪急バスとは対等に渡り合って、豊能町の

立場をどんどん押していくという形にやっ

ぱりせんと、豊能町今のままでは沈む一方

でっせ。と私は思ってますねん。もうちっ

と力を強く発揮していただいて、交渉事に

はデータを集めて持っていくというぐらい

のことをしていただきたいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（中川敦司君） 

  才脇副委員長。 

○副委員長（才脇明美君） 

  すみません、交通の便なんですけど、将

来的ではなくて、今現在とても困ってはる

人が多々、現にすごくいてるんです、いて

はるんです。私はちょっとまだ漠然として

なんですけど、豊能町には若い、若い老人

と言っていい、といいますか、いろいろい

っぱいいてはると思うんです。 

（発言する者あり） 

○副委員長（才脇明美君） 

  その方たちに、素人タクシーというか、

そういうことをこの条例でつくれないでし

ょうかと、まだ漠然的、漠然な話なんです

けど、そういったこともちょっと考えて、

それはお金はかからない、保険とかいろん

なことはあると思うんですけど、それもち

ょっとまた考えまして、提案したいと思う

んです。 

  以上です。 

○委員長（中川敦司君） 

  それはもう、回答いいんですね。 

  よろしいか。 

  そしたらもうその他の事項、これでよろ

しいか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  そうしましたら意見ございませんので、
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以上で本委員会を閉会したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（中川敦司君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本委員会は、閉会することに決

定いたしました。 

  これで、本日の会議を閉じます。 

  本委員会の閉会に当たり、町長から挨拶

がございます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  付託させていただきました案件につきま

して、お認めをいただきましてありがとう

ございました。 

  この中でたくさんの御意見をいただきま

した。真摯に受け止め、そして今後の検討

に進めてまいりたいと思います。川上委員

のほうからもおっしゃられた、いわゆる交

渉力も含めて、それから地域全体というと

ころで一番最適な項目、それらを含めて進

めてまいりますので、今後とも委員の皆様

方に御協力、御支援をいただきたいと思い

ます。 

  本日はどうもありがとうございました。 

○委員長（中川敦司君） 

  では、これをもって総務建設常任委員会

を閉会いたします。どうもお疲れさまでご

ざいました。 
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